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(54)【発明の名称】 液晶表示装置及びその駆動方法

(57)【要約】
【課題】  画素行別に発生する充電低下による輝度差異
が補償されて、画面全体にわたって均一な輝度特性を得
ることができ、表示品質を向上させることができる液晶
表示装置及びその駆動方法を提供する。
【解決手段】  ゲートライン、ゲートラインに絶縁され
て交差するデータライン、データラインとゲートライン
が交差する領域に形成され各々ゲートライン及びデータ
ラインに連結されているスイッチング素子を有する行列
形態に配列された複数の画素を含み、２つ以上の画素行
からなる画素行単位で画素の極性が反転されるＬＣＤパ
ネル１と、データラインに該当する階調電圧を供給する
データ駆動部３と、互いに隣接したゲートラインに互い
に異なるレベルのゲート電圧を供給するスキャン駆動部
２と、を含む液晶表示装置。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】ゲートライン、前記ゲートラインに絶縁さ
れて交差するデータライン、前記データラインと前記ゲ
ートラインが交差する領域に形成され各々前記ゲートラ
イン及び前記データラインに連結されているスイッチン
グ素子を有する行列形態に配列された複数の画素を含
み、二つ以上の画素行からなる画素群単位で画素の極性
が反転される液晶パネルと、
前記データラインに該当する階調電圧を供給するデータ
駆動部と、
互いに隣接した前記ゲートラインに互いに異なるレベル
のゲート電圧を供給するスキャン駆動部と、
を含む液晶表示装置。
【請求項２】前記スキャン駆動部は互いに隣接した前記
ゲートラインの一方に所定レベルの第１ゲート電圧を供
給し、互いに隣接した前記ゲートラインの他方に所定レ
ベルの第２ゲート電圧を供給し、前記第１ゲート電圧が
前記第２ゲート電圧より大きい、請求項１に記載の液晶
表示装置。
【請求項３】前記スキャン駆動部は、互いに隣接した前
記ゲートラインの一方に所定レベルの前記第１ゲート電
圧を供給し、互いに隣接した前記ゲートラインの他方に
所定レベルの前記第２ゲート電圧を供給し、前記第２ゲ
ート電圧が前記第１ゲート電圧より大きい、請求項１に
記載の液晶表示装置。
【請求項４】ゲートライン、前記ゲートラインに絶縁さ
れて交差するデータライン、前記データラインと前記ゲ
ートラインが交差する領域に形成され各々前記ゲートラ
イン及び前記データラインに連結されているスイッチン
グ素子を有する行列形態に配列された複数の画素を含む
液晶表示装置の駆動方法において、
二つ以上の画素行からなる画素群単位で極性が反転され
るようにデータ電圧を供給する段階と、
互いに隣接した前記ゲートラインに互いに異なるレベル
のゲート電圧を供給する段階と、
を含む液晶表示装置の駆動方法。
【請求項５】前記ゲート電圧を供給する段階は、互いに
隣接した前記ゲートラインの一方に所定レベルの第１ゲ
ート電圧を供給し、互いに隣接した前記ゲートラインの
他方に所定レベルの第２ゲート電圧を供給し、前記第１
ゲート電圧が前記第２ゲート電圧より大きい、請求項４
に記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項６】前記ゲート電圧を供給する段階は、互いに
隣接した前記ゲートラインの一方に所定レベルの第１ゲ
ート電圧を供給し、互いに隣接した前記ゲートラインの
他方に所定レベルの第２ゲート電圧を供給し、前記第２
ゲート電圧が前記第１ゲート電圧より大きい、請求項４
に記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項７】ゲートライン、前記ゲートラインに絶縁さ
れて交差するデータライン、前記データラインと前記ゲ
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ートラインが交差する領域に形成され各々前記ゲートラ
イン及び前記データラインに連結されているスイッチン
グ素子を有する行列形態に配列された複数の画素を含む
液晶表示装置の駆動方法において、液晶パネルの前記ゲ
ートラインに、少なくとも二つ以上の互いに異なる値を
有するゲート電圧を供給する液晶表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】本発明は液晶表示装置及びそ
の駆動方法に関し、特に、液晶表示装置を反転駆動させ
る装置及び方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示装置は二つの基板の間に注入さ
れている異方性誘電率を有する液晶物質に電界を印加
し、この電界の強さを調節して基板を透過する光の量を
調節することによって所望の画像を得る表示装置であ
る。液晶表示装置を構成する透明ガラス基板対の内一つ
の基板の内部表面には複数の画素電極がマトリックス状
に配列され、他のガラス基板の内部表面には前記画素電
極に対向する電極が配置される。各画素電極と対向電極
が構成する電極対はその間に注入された液晶物質と共に
液晶セルを構成し、各電極対への電圧印加を通じて液晶
セルの光伝達特性が選択的に制御されて所望の画像表示
がなされる。
【０００３】このような液晶表示装置は携帯が簡便なフ
ラットパネル形ディスプレイの代表的なものである。こ
の中でも薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）をスイッチング素
子とした薄膜トランジスタ-液晶表示装置が主に利用さ
れている。
【０００４】薄膜トランジスタ-液晶表示装置における
薄膜トランジスタは、行列に配列されている複数の画素
に各々対応して形成されるのが一般的である。それぞれ
の画素には薄膜トランジスタの制御によって画像信号が
伝えられる画素電極が各々形成されている。また薄膜ト
ランジスタ基板には、ゲート駆動集積回路の出力端子と
各々連結された画素を制御するためにゲート信号を伝達
するゲートラインと、データ駆動集積回路の出力端子と
各々連結された画像信号を伝達するためにゲートライン
とは絶縁されて交差する行列の画素を特定するデータラ
インとがマトリックス状に形成されている。これらのゲ
ートラインとデータラインは薄膜トランジスタを介して
画素の画素電極と各々連結されている。図１にこのよう
な一般的な液晶パネルの平面構造が示されている。図１
でＧ１～Ｇｍはゲートライン、Ｓ１～Ｓｎはデータライ
ン、Ｐは画素電極、ＴＦＴは薄膜トランジスタである。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかし、同一極性の駆
動電圧が継続して液晶セルに印加されると、液晶物質内
のイオン性不純物の沈殿により前記画素電極と対向電極
で電気化学的変化が起こり、これにより表示敏感度と輝
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度が低下する。
【０００６】これを防止するために、液晶セルに印加さ
れる電圧の極性を周期的に反転させることが必要であ
り、このような駆動方式を反転駆動方式という。反転駆
動方式にはフレーム単位に極性を反転させるフレーム反
転、ライン単位に極性を反転させるライン反転、画素単
位に極性を反転させるドット反転などがあり、このうち
ライン反転やドット反転が主に用いられる。
【０００７】ドット反転駆動方式では行方向及び列方向
に互いに隣接する二つの画素電極に各々異なる極性の駆
動電圧が印加される。例えば、液晶パネル上の互いに隣
接する二つの画素電極のうち一つには陽の極性の駆動電
圧が印加され、他の一つには陰の極性の駆動電圧が印加
される。また、このような極性状態は毎フレームごとに
反転される。
【０００８】ドット反転駆動方式は上下左右隣接する画
素電極間で極性が互いに反対になる１ドット反転駆動方
式と、左右に隣接する画素電極間の極性は互いに反対で
あり、上下隣接する画素電極間の極性は２行単位で反転
される２-１ドット反転駆動方式がある。
【０００９】２-１ドット反転駆動方式は１ドット反転
駆動方式に比べて消費電流が小さく、ウィンドウ画面で
のフリッカが見えないため主に用いられている。図２Ａ
に従来の２-１ドット反転駆動方式によって駆動された
液晶表示装置の各画素別極性状態が図示されており、図
２Ｃにはこのような反転駆動方式による画素別輝度状態
が例示されており、図２Ｂに上下画素電極間の電圧充電
状態が示されている。
【００１０】２-１ドット反転駆動方式では２つの画素
行単位で同一極性を有する電圧が画素電極へ印加される
ために、図２Ｂのように上下画素電極間に充電量の変化
が発生して画面前面にわたって薄い横線状の輝度低下が
発生する。
【００１１】より具体的に言うと、図２Ｂに示されてい
るように、例えば第１画素行（#１）と第２画素行（#
２）が"+"極性に充電された後、第３画素行（#３）で"
+"データが"-"に変移される瞬間、第２画素行（#２）の
画素電極と第３画素行（#３）の画素電極間の寄生キャ
パシタンスによるＡＣ電流が発生して第２画素行（#
２）の画素電極の充電率が低下する。
【００１２】従って、同一極性の階調電圧が印加される
２つの画素行で、第１画素行に比べて第２画素行の輝度
が充電率低下によって減少し、画素行単位、つまりゲー
トライン別に薄い輝度差異が発生する。
【００１３】また、理想的な矩形波の電圧が印加されず
有限値のスルーレート（ｓｌｅｗｒａｔｅ）によって電
圧遅延が発生する場合には、第１画素行の充電率低下が
発生する。よって、同一極性の電圧が印加される２つの
画素行で第１画素行の輝度が第２画素行の輝度より減少
するために、前述したように同一極性が印加される画素
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行間に輝度差異が発生する。
【００１４】したがって画面上に横線状の帯が表示され
て画面特性が低下する。
【００１５】本発明が目的とする技術的課題は、液晶表
示装置でゲート電圧を差動印加してライン別に発生する
輝度低下を防止し、全画面にわたって均一な輝度特性を
得ようとすることにある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】このような技術的課題を
達成するための本発明の液晶表示装置は、ゲートライ
ン、前記ゲートラインに絶縁されて交差するデータライ
ン、前記データラインと前記ゲートラインが交差する領
域に形成され各々前記ゲートライン及びデータラインに
連結されているスイッチング素子を有する行列形態に配
列された複数の画素を含み、二つ以上の画素行からなる
画素群単位に画素の極性が反転される液晶パネル、前記
データラインに該当する階調電圧を供給するデータ駆動
部及び互いに隣接した前記ゲートラインに互いに異なる
レベルのゲート電圧を供給するスキャン駆動部を含む。
【００１７】ここで、スキャン駆動部は互いに隣接した
前記ゲートラインの一方に所定レベルの第１ゲート電圧
を供給し、互いに隣接した前記ゲートラインの他方に所
定レベルの第２ゲート電圧を供給する。この時、前記第
１ゲート電圧は第２ゲート電圧より大きいかあるいは小
さい。
【００１８】また、本発明の他の液晶表示装置の駆動方
法は、ゲートライン、前記ゲートラインに絶縁されて交
差するデータライン、前記データラインと前記ゲートラ
インが交差する領域に形成され各々前記ゲートライン及
びデータラインに連結されているスイッチング素子を有
する行列形態に配列された複数の画素を含み、二つ以上
の画素行からなる画素群単位に極性が反転されるように
データ電圧を供給する段階及び互いに隣接した前記ゲー
トラインに互いに異なるレベルのゲート電圧を供給する
段階を含む。
【００１９】前記ゲート電圧を供給する段階は、互いに
隣接した前記ゲートラインの一方に所定レベルの第１ゲ
ート電圧を供給し、互いに隣接した前記ゲートラインの
他方に所定レベルの第２ゲート電圧を供給する。この
時、前記第２ゲート電圧は第１ゲート電圧より大きいか
あるいは小さい。
【００２０】また、本発明の他の液晶表示装置の駆動方
法は、ゲートライン、前記ゲートラインに絶縁されて交
差するデータライン、前記データラインと前記ゲートラ
インが交差する領域に形成され各々前記ゲートライン及
びデータラインに連結されているスイッチング素子を有
する行列形態に配列された複数の画素を含み、前記液晶
パネルのゲートラインに少なくとも二つ以上の互いに異
なる値を有するゲート電圧を供給する。
【００２１】
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【発明の実施の形態】以下本発明の技術分野における通
常の知識を有する者が本発明を容易に実施することがで
きる最も好ましい実施例を、添付した図面を参照して詳
細に説明する。
【００２２】図３は本発明の実施例による液晶表示装置
の構造を概略的に示した図面である。
【００２３】添付した図３のように、本発明の実施例に
よる液晶表示装置は、ＬＣＤパネル１、スキャン駆動部
２、データ駆動部３、Ｖｏｎ Ｖｏｆｆ Ｖｃｏｍ発生部
４、タイミング制御部５及び階調電圧発生部６を含み、
ＬＣＤパネル１にデータ駆動部３及びスキャン駆動部２
からの信号が印加される。
【００２４】ＬＣＤパネル１にはゲート駆動信号を伝達
するための複数のゲートラインと、このゲートラインと
交差した画像信号を示す階調電圧を伝達するための複数
のデータラインが形成されている。さらに、一つのゲー
トラインと一つのデータラインが交差するそれぞれの領
域に画素が行列状に形成されている。
【００２５】データ駆動部３はソース駆動部とも呼ば
れ、ＬＣＤパネル１内の各画素への電圧値を一ラインず
つ伝達する。さらに詳細に言うと、データ駆動部３は後
述するタイミング制御部５からのデジタルデータをデー
タ駆動部内のシフトレジスター内に保存しておいて、デ
ータをＬＣＤパネル１に伝達することを命令する信号
（ＬＯＡＤ信号）がくると、それぞれのデータに該当す
る電圧を選択してＬＣＤパネル１内にこの電圧を伝達す
る役割を果たす。
【００２６】スキャン駆動部２はゲート駆動部とも呼ば
れ、データ駆動部３からのデータが画素に伝達できるよ
うにする。ＬＣＤパネル１の各画素はスイッチの役割を
果たすＴＦＴによってオンまたはオフになるが、このＴ
ＦＴのオン、オフはゲートに一定の電圧（Ｖｏｎ、Ｖｏ
ｆｆ）が印加されることによって行なわれる。
【００２７】このようにゲートをオンにするＶｏｎ電圧
とゲートをオフとするＶｏｆｆ電圧はＶｏｎ Ｖｏｆｆ 
Ｖｃｏｍ発生部４で生成される。Ｖｏｎ Ｖｏｆｆ Ｖｃ
ｏｍ発生部４は前記Ｖｏｎ、Ｖｏｆｆ電圧だけでなくＴ
ＦＴ内のデータ電圧差の基準になるＶｃｏｍ電圧も生成
する。
【００２８】タイミング制御部５はデータ駆動部３及び
スキャン駆動部２を駆動させるためのデジタル信号など
を生成する。具体的には、前記駆動部２、３に入る信号
の生成、データのタイミング調節、クロック調節などの
役割を果たす。そして、階調電圧発生部６はデータ駆動
部３に入る階調電圧を生成する。
【００２９】このような構造からなる本発明の液晶表示
装置では少なくとも２つ以上の画素行単位で画素電極の
極性が反転される。また本実施例では２つの画素行単位
で画素電極の極性が反転され、一つの画素行で左右に隣
接する画素電極間の極性が互いに反対になるように、タ
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イミング制御部５がＬＣＤパネル１を反転駆動させるた
めの駆動信号を生成してデータ駆動部３及びスキャン駆
動部２に各々供給する。更に、データ駆動部３がタイミ
ング制御部５からの駆動信号（データ信号）に応答して
当該極性を有する階調電圧をデータラインに供給する。
【００３０】そして、スキャン駆動部２は上下画素間の
極性変化による寄生的充電低下を防止するために、各画
素行別に他の値を有するゲート駆動信号、つまりＶｏｎ
電圧を印加する。図４にこのようなゲートライン駆動電
圧特性が示されている。
【００３１】図４の（ａ）のように、従来はＶｏｎ電圧
が各画素に同一値で供給されたが、本発明の実施例では
図４の（ｂ）のように画素行別に異なるゲートオン電圧
が供給される。つまり、スキャン駆動部２がタイミング
制御部５から出力される信号に基づいて、互いに異なる
値を有するゲート駆動信号を生成してゲートラインに供
給する。例えば、２-１ドット反転駆動方式で２つの画
素行単位で画素電極の極性が反転され、画素行で互いに
隣接する画素電極間の極性が互いに反対になる場合に、
スキャン駆動部２は１Ｈ周期（１水平走査期間）別に互
いに異なるレベルの電圧を有するゲート駆動信号を生成
してゲートラインに供給し、各ライン別に発生する充電
量の差異を補償する。
【００３２】図５にこのようなゲート駆動信号を液晶パ
ネルに供給するための本発明の実施例によるスキャン駆
動部２の構造が例示されている。図５が示すように、本
発明の実施例によるスキャン駆動部２はタイミング制御
部５から印加されるゲート駆動クロック（ＣＰＶ）及び
水平同期パルス（ＳＴＶ）を入力として複数の駆動信号
を生成する信号生成部２１、信号生成部２１から出力さ
れる駆動信号によって作動して設定周期で反転する信号
を生成する第１及び第２Ｄフリップフロップ２２、２
３、第１及び第２Ｄフリップフロップ２２、２３から出
力される信号を安定化させて出力する出力部２４を含
む。
【００３３】信号生成部２１はゲート駆動クロック（Ｃ
ＰＶ）によってターンオン/オフスイッチングされるト
ランジスタ（Ｔ１）及び水平同期パルス（ＳＴＶ）によ
ってターンオン/オフスイッチングされるトランジスタ
（Ｔ２）を含み、各トランジスタ（Ｔ１、Ｔ２）のベー
ス端子とコレクタ端子に各々抵抗（Ｒ１～Ｒ４）が連結
されている。
【００３４】第１Ｄフリップフロップ２２のクロック端
子（ＣＬＫ１）はトランジスタ（Ｔ１）のコレクタ端子
に連結されており、入力端子（Ｄ１）は反転出力端子
（/Ｑ１）に連結されている。第２Ｄフリップフロップ
２３の入力端子（Ｄ２）は第１フリップフロップ２２の
出力端子（Ｑ１）に連結されており、クロック端子（Ｃ
ＬＫ２）はゲート駆動クロック（ＣＰＶ）に連結されて
いる。第１及び第２Ｄフリップフロップ２２、２３のク
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リア端子（ＣＬＲ１、ＣＬＲ２）及びプリセット端子
（ＰＲ１、ＰＲ２）はトランジスタ（Ｔ２）のコレクタ
端子に連結されている。
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【００３５】本発明の実施例によるＤフリップフロップ
の動作特性は表１の通りである。
【表１】

【００３６】このような構造からなるスキャン駆動部の
動作タイミング図が図６に示されており、図７に出力電
圧の波形図が例示されている。
【００３７】タイミング制御部５から出力されるゲート
駆動クロック（ＣＰＶ）及び水平同期パルス（ＳＴＶ）
によってトランジスタ（Ｔ１、Ｔ２）が各々ターンオン
またはターンオフされ、トランジスタ（Ｔ１、Ｔ２）の
ターンオンまたはターンオフによって"Ｌ"または"Ｈ"レ
ベルの信号が第１Ｄフリップフロップ２２のクロック端
子（ＣＬＫ１）及び各Ｄフリップフロップのクリア端子
（ＣＬＲ１、ＣＬＲ２）とプリセット端子（ＰＲ１、Ｐ
Ｒ２）に各々入力されてＤフリップフロップ２２、２３
が作動する。
【００３８】例えば、図６に示されているように、"Ｈ"
レベルのゲート駆動クロック（ＣＰＶ）及び水平同期パ
ルス（ＳＴＶ）がトランジスタ（Ｔ１、Ｔ２）に各々入
力されれば、トランジスタ（Ｔ１、Ｔ２）がターンオン
されて"Ｌ"信号が各Ｄフリップフロップのクリア端子
（ＣＬＲ１、ＣＬＲ２）とプリセット端子（ＰＲ１、Ｐ
Ｒ２）に各々入力され、表１No.3に示された動作特性に
したがって第１及び第２Ｄフリップフロップ２２、２３
の出力はD入力及びクロック入力に関係なく"Ｈ"状態を
維持するようになる。
【００３９】その後、"Ｌ"レベルのゲート駆動クロック
（ＣＰＶ）及び水平同期パルス（ＳＴＶ）が入力されれ
ば、トランジスタ（Ｔ１、Ｔ２）がターンオフされて"
Ｈ"信号が第１Ｄフリップフロップ２２のクロック端子
（ＣＬＫ１）及び各Ｄフリップフロップのクリア端子
（ＣＬＲ１、ＣＬＲ２）とプリセット端子（ＰＲ１、Ｐ
Ｒ２）に各々入力され、表１に示された動作特性によっ
て第１及び第２Ｄフリップフロップ２２、２３はクロッ
ク端子（ＣＬＫ１、ＣＬＫ２）に同期して"Ｈ"または"
Ｌ"レベルの信号を出力する。
【００４０】一方、第１Ｄフリップフロップ２２の反転
出力端子（/Ｑ１）が第１Ｄフリップフロップ２２の入
力端子（Ｄ１）に連結されているので、入力される信号
の反対レベルの信号が第１Ｄフリップフロップ２２から
出力されて第２Ｄフリップフロップ２３に入力された
後、第２Ｄフリップフロップ２３のクロック端子（ＣＬ
Ｋ２）に入力されるゲート駆動クロック（ＣＰＶ）に同
期して出力される。

【００４１】従って、図６のようにゲート駆動クロック
（ＣＰＶ）に同期して１Ｈ周期別に電圧レベルが変化す
る信号がゲート駆動電圧（Ｖｏｎ）として出力され、そ
の電圧の波形特性は図７に示された通りである。
【００４２】このような本発明で設定周期、例えば、１
Ｈ周期別に変化するゲート駆動信号を生成するための回
路は前述された構造に限定されず、多様に構成すること
ができる。また、本発明ではスキャン駆動部がタイミン
グ制御部から出力される信号に基づいて１Ｈ周期別に変
化するゲート駆動信号を生成して液晶パネルの各ゲート
ラインに供給するように構成されるが、本発明はこれに
限定されずタイミング制御部が１Ｈ周期別に変化する信
号を生成して供給することもできる。
【００４３】以下、このような構造からなる液晶表示装
置を駆動させる方法について説明する。
【００４４】本発明の実施例による駆動方法によって作
動する液晶表示装置の各画素の極性状態は従来の２-１
反転駆動方式と同一である。
【００４５】タイミング制御部５は液晶に印加する画像
信号Ｖｓを信号源（図示せず）から受けて処理し、デー
タ信号を作ってデータ駆動部３に提供し、液晶駆動に必
要な各種タイミング信号、例えば、ゲート駆動クロック
（ＣＰＶ）及び水平同期パルス（ＳＴＶ）を生成する。
【００４６】データ駆動部３はタイミング制御部５から
提供されるデータ信号によって液晶パネル１の各画素に
データ電圧（階調電圧）を印加し、スキャン駆動部２は
画素にデータ電圧が印加できるように各画素の薄膜トラ
ンジスタをターンオンさせるゲート駆動信号であるゲー
ト電圧を出力する。
【００４７】本発明の実施例では２つの画素行単位で各
画素に同一極性を有する階調電圧を供給し、各画素行で
ゲートラインが駆動される間にはデータラインに第１極
性を有する階調電圧と第２極性を有する階調電圧とを交
互に供給する。つまり、１つの画素行で互いに隣接する
画素間には互いに異なる極性を有する電圧が供給され、
２つの画素行単位には同一極性を有する電圧が供給され
るようにする。
【００４８】例えば、Ｎ個のゲートラインを順次に駆動
させながらデータラインに階調電圧を供給する場合に、
第１及び第２ゲートラインが駆動される間に"+、-、+、
-、+、-、…"の極性順に階調電圧を供給し、第３及び第
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４ゲートラインが駆動される間に"-、+、-、+、-、+、
…"の極性順に階調電圧を供給し、図２Ａに示されたよ
うな極性状態を有するようにする。
【００４９】この時、スキャン駆動部２は１Ｈ周期別に
変化するゲート電圧を供給しても各画素電極に十分に電
圧充電が行われるようにする。つまり、隣接する上下画
素電極間の寄生キャパシタンスによって電圧極性の反転
時に充電低下が発生することを防止するために、図８に
示されているように第１ゲートラインに第１ゲート電圧
を供給した後、第２ゲートラインには第１ゲート電圧よ
り大きい値を有する第２ゲート電圧を印加する。さら
に、各画素に供給される階調電圧の極性が変化する第３
ゲートラインには第１ゲート電圧を供給し、第４ゲート
ラインには第２ゲート電圧を供給する。
【００５０】このように、同一極性を有する画素行に隣
接した画素行のゲートライン（第１ゲートライン、第３
ゲートラインなど）に比べて、異なる極性を有する画素
行に隣接した画素行のゲートライン（第２ゲートライ
ン、第４ゲートラインなど）に、より大きいゲート電圧
が印加されることによって、画素の極性が変化する上下
電極間に寄生キャパシタンスによって発生する充電電圧
低下が補償される。
【００５１】一方、ゲートラインで理想的な矩形波のゲ
ート電圧が印加されずスルーレート（ｓｌｅｗ ｒａｔ
ｅ）によって電圧遅延が発生する場合には、前述された
場合とは反対に、第１ゲートラインに第２ゲートライン
より大きいゲート電圧を供給する。つまり、第１ゲート
ラインに第２ゲート電圧を供給し第２ゲートラインに第
１ゲート電圧を供給し、電圧遅延による充電電圧低下を
補償する。
【００５２】これにより、各ゲートライン別に各画素に
同一な電圧充電が行われることによって、全体的な画面
の明るさが均一に維持される。
【００５３】本発明の実施例は一つの実施例に過ぎず、
本発明の要旨から外れない範囲内でゲート駆動信号（ゲ
ート電圧）の値を異なるようにすることができる。
【００５４】また、上述された実施例は２つの画素行単
位で画素間の極性が反転される２-１ドット反転方式の
液晶表示装置で画素行別に輝度差異を補償することにつ
いて記述したが、本発明は３つ以上の画素行単位で極性
が反転される、例えば、３つの画素行単位や４つの画素
行単位等で隣接する行間の画素極性が反転される３-１
ドット反転や４-１ドット反転方式の液晶表示装置にも
同様に適用できる。
【００５５】また、本発明の実施例では２個の互いに異
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なる値を有するゲート電圧を交互に供給したが、これに
限定されず２個以上の互いに異なる値を有するゲート電
圧を選択的に供給することもできる。
【００５６】本発明は上述した請求範囲をはずれない範
囲内で様々な変更及び実施が可能である。
【００５７】
【発明の効果】以上のように、２つ以上の画素行単位で
画素単位の極性が反転される液晶表示装置で、画素行別
に発生する充電低下による輝度差異が補償されて、画面
全体にわたって均一な輝度特性を得ることができ、表示
品質を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】一般的な液晶パネルの平面構造を概略的に示し
た図面である。
【図２Ａ】従来の２-１ドット反転駆動方式によって駆
動された液晶表示装置の各画素別極性状態を示した例示
図である。
【図２Ｂ】従来の２-１ドット反転駆動方式による上下
画素間電圧充電状態を示した波形図である。
【図２Ｃ】従来の２-１ドット反転駆動方式による画素
別輝度状態を示した例示図である。
【図３】本発明の実施例による液晶表示装置の構造図で
ある。
【図４】従来及び本発明の実施例による各画素別ゲート
ライン駆動電圧特性を示したグラフである。
【図５】本発明の実施例による液晶表示装置のスキャン
駆動部の構造を示した図面である。
【図６】図５に示されたスキャン駆動部の動作タイミン
グ図である。
【図７】図５に示されたスキャン駆動部の出力波形例を
示したグラフである。
【図８】本発明の実施例による液晶表示装置のゲートラ
イン駆動状態及びそれによる画素別極性状態を示した図
面である。
【符号の説明】
１  ＬＣＤパネル
２  スキャン駆動部
３  データ駆動部
４  Ｖｏｎ Ｖｏｆｆ Ｖｃｏｍ発生部
５  タイミング制御部
６  階調電圧発生部
２１  信号生成部
２２  第１フリップフロップ
２３  第２フリップフロップ
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